
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４の３ 放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 主な構成 

 ⑴ 放水部に固定式ヘッドを用いる方式のもの（第４の３‐１図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４の３‐１図 



 ⑵ 放水部に可動式ヘッドを用いる方式のもの（第４の３‐２図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４の３‐２図 



２ 用語の定義 

  この項において用いる用語の定義は、次による。 

 ⑴ 「放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備」とは、放水型ヘッド等、制御部、受信部、配管、 

  非常電源、加圧送水装置、水源等により構成されるものをいう。 

 ⑵ 「放水型ヘッド等」とは、省令第 13条の４第２項に規定するものであって、感知部及び放水部 

  により構成されるものをいう。 

 ⑶ 「感知部」とは、火災を感知するための部分であって、放水部と一体となっているもの又は放 

  水部と分離しているものをいう。 

 ⑷ 「放水部」とは、加圧された水を放水するための部分をいう。 

 ⑸ 「固定式ヘッド」とは、放水型ヘッド等の放水部のうち、当該ヘッド等の放水範囲が固定され 

  ているものをいう。 

 ⑹ 「可動式ヘッド」とは、放水型ヘッド等の放水部分のうち、当該ヘッド等の放水部を制御し、放 

  水範囲を変えることができるものをいう。 

 ⑺ 「放水範囲」とは、一の放水型ヘッド等の放水部により放水することができる範囲をいう。 

 ⑻ 「有効放水範囲」とは、放水範囲のうち、所要の散水量（単位時間当たりに散水される水量を 

  いう。以下この項において同じ。）を放水することができる範囲をいう。 

 ⑼ 「放水区域」とは、消火をするために一又は複数の放水型ヘッド等の放水部により同時に放 

  水することができる区域をいう。 

 ⑽ 「警戒区域」とは、火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位 

  の区域をいう。 

 ⑾ 「制御部」とは、放水部、感知部、手動操作部、加圧送水装置等の制御、連動、監視等を行う 

  ものをいう。 

 ⑿ 「受信部」とは、火災の発生した警戒区域及び放水した放水区域が覚知できる表示をすると 

  ともに、警報を発するものをいう。 

 

３ 高天井の部分の取り扱い 

  政令第 12条第２項第２号ロ並びに省令第 13条の５第６項及び第８項の規定により放水型ヘッ 

 ド等を設けることとされている部分（以下この項において「高天井の部分」という。）の取り扱いは、 

 次によること。 

 ⑴ 床面から天井までの高さについては、次により測定すること。 

  ア 天井のない場合については、床面から上階の床又は屋根の下面までの高さ。 

  イ 防火対象物の部分が高天井の部分に該当するか否かについては、当該防火対象物内の 

   同一の空間としてとらえることのできる部分（防火区画等がされている部分）の床面から天井ま 

   での平均の高さではなく、個々の部分ごとの床面から天井までの高さ。（第４の３‐３図参照） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４の３‐３図 

 

  ウ 天井が開閉する部分については、当該天井が閉鎖された状態における床面からの高さ。 

 ⑵ 次のいずれかに該当するものは、高天井の部分に該当しないものであること。 

  ア 階段又はエスカレーターの付近に設けられる小規模な吹抜け状の部分（その床面積が概 

   ね 50㎡未満で、かつ、閉鎖型スプリンクラーヘッド（以下、「閉鎖型ヘッド」という。）で有効に 

   に警戒されているものに限る。）（第４の３‐４図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４の３‐４図 

 

  イ 天井又は小屋裏が傾斜を有するものである等の理由により、床面から天井までの高さが、局 

   所的に高天井の部分となる部分（その床面積が概ね 50㎡未満で、かつ、閉鎖型ヘッドで有 

   効に警戒されているものに限る。）（第４の３‐５図参照） 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４の３‐５図 

 

４ 高天井部分の放水型ヘッド等の設置省略 

  次の場合は、高天井の部分に、政令第 32条の規定を適用し、放水型ヘッド等又はその他のス 

 プリンクラーヘッドを設けないことができる。 

 ⑴ 放水型ヘッド等の設置省略 

   高天井部分の面積が、隣接する高天井部分以外の部分に設置された閉鎖型ヘッドにより有 

  効に包含される場合は、放水型ヘッド等を設置しないことができる。 

 ⑵ 閉鎖型ヘッドの設置省略 

   高天井部分以外の部分の床面が、隣接する高天井部分に設置された放水型ヘッド等により 

  有効に警戒されている場合には、当該高天井部分以外の部分については、当該放水型ヘッド 

  等以外の閉鎖型ヘッドを設置しないことができる。この場合において、高天井部分以外の部分 

  に係る感知障害のないように特に留意すること。 

 ⑶ 放水型ヘッド等及びその他のスプリンクラーヘッドの設置省略 

   高天井部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、放水型ヘッド等及びその他の 



  スプリンクラーヘッドを設けないことができる。なお、当該部分に放水型ヘッド等及びその他のス 

  プリンクラーヘッドの設置を要しないとした場合における当該部分は、屋内消火栓設備又はス 

  プリンクラー設備の補助散水栓により有効に包含されている必要があること。 

  ア 体育館（主として競技を行うために使用するものに限る。）、ロビー、会議場、通路その他こ 

   れらに類する部分（特定用途防火対象物又は地階、無窓階若しくは 11階以上の階に存する 

   ものを除く。）内であって、次のすべてに適合する部分 

   (ｱ) 当該部分の壁及び天井の仕上げが、準不燃材料でなされていること 

   (ｲ) 当該部分において、火気の使用がないこと 

   (ｳ) 当該部分に多量の可燃物が存しないこと 

  イ 前ア(ｲ)及び(ｳ)の要件に適合するほか、床面積が概ね 50㎡未満である部分 

 

５ 放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備の主要構成装置（放水部、感知部、制御部、手動 

 操作部及び受信部をいう。）は、放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備の設置及び維持に 

 関する技術上の基準の細目（平成８年消防庁告示。以下「放水型ヘッド等基準告示」という。）に 

 適合する認定品のものとすること。● 

  なお、平成 25年３月 31日以前に放水型ヘッド等 SP設備評価委員会の評価を受けた放水型 

 ヘッド等を用いるスプリンクラー設備については、認定品のものとみなして差し支えない。 

 

６ 加圧送水装置 

  加圧送水装置（圧力水槽を用いるものを除く。）は、次によること。 

 ⑴ ポンプを用いる加圧送水装置 

  ア 設置場所 

    設置場所は、政令第 12条第２項第６号の規定によるほか、第２屋内消火栓設備３⑴を準用 

   すること。 

  イ 機器 

    機器は、放水型ヘッド等基準告示第７第６号の規定によるほか、第２屋内消火栓設備３⑵を 

   準用すること。 

  ウ 設置方法 

    設置方法は、放水型ヘッド等基準告示第７第６号の規定によるほか、第２屋内消火栓設備３ 

   ⑶を準用すること。 

    ただし、閉鎖型ヘッドを用いるスプリンクラー設備又は開放型スプリンクラーヘッド（以下この 

   項において「開放型ヘッド」という。）を用いるスプリンクラー設備のポンプと共用する場合にあ 

   っては、両設備の設置部分が建基令第 112条に規定する防火区画されている場合、規定吐 

   出量が最大となる量以上の量とすることができる。 

  エ 放水型ヘッド等の放水部の使用圧力範囲 

    ポンプの全揚程は、放水型ヘッド等の放水部の使用圧力の範囲内において放水できるもの 



   を設けること。 

    なお、使用圧力を超えないための措置については、第２屋内消火栓設備３⑷（ウを除く。）を 

   準用すること。 

 ⑵ 高架水槽を用いる加圧送水装置 

  ア 設置場所 

    設置場所は、政令第 12条第２項第６号の規定によるほか、第２屋内消火栓設備３の２⑴を 

   準用すること。 

  イ 機器 

    機器は、放水型ヘッド等基準告示第７第６号の規定によるほか、第２屋内消火栓設備３の２ 

   ⑵を準用すること。 

  ウ 設置方法 

    設置方法は、放水型ヘッド等基準告示第７第６号の規定によるほか、第２屋内消火栓設備３ 

   の２⑶を準用すること。 

  エ 放水型ヘッド等の放水部の使用圧力範囲 

    高架水槽の設置高さは、放水型ヘッド等の放水部の使用圧力の範囲内において放水でき 

   るものを設けること。 

    なお、使用圧力を超えないための措置については、第２屋内消火栓設備３の２⑷を準用す 

   ること。（３⑷ウを除く。） 

７ 水源 

  水源は、省令第 13条の６第１項第５号及び放水型ヘッド等基準告示第５の規定によるほか、第 

 ２屋内消火栓設備４を準用すること。 

 

８ 配管等 

  配管等は、放水型ヘッド等基準告示第７第５号の規定によるほか、次によること。 

 ⑴ 配管 

   配管は、原則として専用とするほか、第４スプリンクラー設備５⑴を準用すること。 

 ⑵ 管継手 

   管継手は、第４スプリンクラー設備５⑵を準用すること。 

 ⑶ バルブ類 

   バルブ類は、第４スプリンクラー設備５⑶を準用すること。 

 ⑷ 配管内の充水 

   配管内は、一斉開放弁、電動弁又は電磁弁（以下この項において「一斉開放弁等」という。） 

  から固定式ヘッド又は可動式ヘッドまでの部分を除き、補助用高架水槽又は補助ポンプにより 

  常時充水しておくこと。▲ 

   この場合の補助用高架水槽又は補助ポンプは、第４スプリンクラー設備５⑷を準用すること。 

 



９ 配管等の摩擦損失計算 

  配管等の摩擦損失計算は、摩擦損失計算告示によること。 

 

10 放水型ヘッド等（固定式ヘッドを用いる設備） 

  放水型ヘッド等は、放水型ヘッド等基準告示第３及び第４の規定によるほか、次によること。 

 ⑴ 放水部 

   放水型ヘッド等の放水部は、次によること。 

  ア 放水型ヘッド等基準告示第４第１号⑴に規定する「高天井となる部分における床面を固定 

   式ヘッドの放水により有効に包含し、かつ、当該部分の火災を有効に消火できるように設ける」 

   及び同号⑷に規定する「一又は複数の固定式ヘッドの有効放水範囲に包含されるように設け 

   る」とは、第４の３‐６図の例に示す設置方法が考えられること。 

 

   固定式ヘッドの組み合わせ例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （その２）固定式ヘッドの種類が側壁型（一列方式）の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

（その１）固定式ヘッドの種類が天井型の場合 

一の放水区域 100 ㎡以上 

Ａの 
Ｂの 

有効放水範囲 

Ａ Ｂ 

有効放水範囲 

一の放水区域 100㎡以上 

有効放水範囲 



  （その３）固定式ヘッドの種類が側壁型（対列方式）の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （その４）固定式ヘッドの種類が天井型及び側壁型の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一の放水区域 100㎡以上 

Ａ Ｂ 

Ｂの有効放水範囲 

Aの有効放水範囲 

第４の３‐６図 

一の放水区域 100㎡以上 

Ａの有効放水範囲 Ｃの有効放水範囲 
Ｂの 

有効放水範囲 

Ａ Ｂ Ｃ 



  イ 放水型ヘッド等基準告示第４第１号⑶に規定する「２以上の放水区域を設けるときは、火災 

   を有効に消火できるように隣接する放水区域が相互に重複するようにする」とは、隣接する放 

   水区域相互の重複部分を幅は 0.5ｍ以上とすることをいう。 

  ウ 放水型ヘッド等基準告示第４第１号⑸に規定する「放水区域は、警戒区域を包含するように 

   設けること」とは、火災の発生した部分に確実に放水されることが必要であることから、放水区 

   域が警戒区域を包含することができるように設定する必要があることをいう。（第４の３‐７図参 

   照） 

    また、炎感知器を使用の放水区域は、余裕を持って設定することが必要であること。▲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４の３‐７図 

 

  エ 放水型ヘッド等基準告示第４第１号⑹に規定する「固定式ヘッドによる散水の障害となるよ 

   うな物品等が設けられ又は置かれていないこと」とは、固定式ヘッドの周囲に垂れ壁、物品等 

   が置かれることにより、散水障害を生じ、設定された放水区域に放水されないと消火が困難と 

   なることが考えられることから、固定式ヘッドから放水される水の軌跡となる部分には、障害と 

   なるものを設置又は設けないことが必要であることをいう。 

    また、当該固定式ヘッドからの散水が、天井、はり、垂れ壁等に当たらないよう必要とされる 

   距離を確保することも含まれるものであること。（第４の３‐８図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

第４の３‐８図 



  オ 固定式ヘッドが閉鎖型ヘッドの火災感知に影響を及ぼす場合には、建基令第 126条の２第 

   １項に規定される防煙壁で区切る等の措置を行うこと。（第４の３‐９図参照）● 

    また、それぞれの部分に設置されたヘッドの放水区域等が相互に重複するよう設置すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４の３‐９図 



 ⑵ 感知部 

   放水型ヘッド等の感知部は、次によること。 

  ア 感知部は、原則として炎感知器又は走査型（火災により生ずる炎を検知する部分が上下左 

   右に自動的に作動するものをいう。）を用いること。● 

    ただし、省令第 23条第４項第１号ホに規定する炎感知器の機能に支障を及ぼすおそれの 

   ある場所又は次のイに掲げる場所については、煙感知器又は熱感知器とすることができる。 

  イ 感知部として、煙感知器又は熱感知器で警戒区域を設定する場合には、次によること。▲ 

   (ｱ) 高天井の部分は、一の放水区域とすること。 

   (ｲ) 高天井の部分と他の部分は、建基令第 112条に規定する防火区画がされていること。 

   (ｳ) 放水区域が一の警戒区域を包含すること。 

  ウ 誤放水対策を講ずる場合にあっては、感知部及び自動火災報知設備の感知器による AND 

   回路を組むことができること。 

  エ 放水型ヘッド等基準告示第４第３号⑵に規定する「隣接する警戒区域は、相互に重複する 

   ように設ける」とは、第４の３‐10図の例に示す設置方法が考えられること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4の３‐10図 

  

Ａ Ｂ 

Ｂの警戒区域 

Ａの警戒区域 

 

：炎感知器 



  オ 放水型ヘッド等基準告示第４第３号⑷に規定する「感知障害が生じないように設ける」とは、 

   次により感知部を設けることをいう。● 

   (ｱ) 展示、物品販売等の目的のため、間仕切り等を行って使用する高天井の部分の感知部 

    は、有効に警戒できるよう天井部分等に設けること。 

     ただし、感知部を複数設置することにより、有効に警戒できる場合は、この限りでない。 

   (ｲ) 炎感知器を隣接する放水区域と区分する場合には、監視視野角の調整板（遮光板等）を 

     設けること。 

 ⑶ 感知部と放水部の連動等 

   放水型ヘッド等の感知部及び放水部の連動等は、放水型ヘッド等基準告示第４第４号の規 

  定によるほか、複数の警戒区域において火災を検出した場合の放水区域の優先順位は、最初 

  に火災を検出した放水区域を第一優先とすること。▲ 

 ⑷ 設置上の留意事項 

   放水型ヘッド等基準告示第３第４号に規定する放水型ヘッド等の表示において、有効放水範 

  囲並びに取扱方法の概要及び注意事項については、ケースに入れた下げ札に表示することが 

  できるとされているが、その設置方法等については、次によること。● 

  ア 下げ札は、放水型ヘッド等の付近の見やすい場所に設置すること。この場合において、同 

   一種類の放水型ヘッド等が複数存する場合には、当該表示の確認に支障のない範囲で下げ 

   札を兼用して差し支えないものであること。 

  イ 下げ札について、当該放水型ヘッド等の表示に係るものであることが明らかとなるようにして 

   おくこと。 

  ウ 下げ札による表示は、当該防火対象物の使用開始までの間行うこととし、使用開始後、下げ 

   札は防災センター等において保管すること。 

 

11 制御弁 

  制御弁は、次によること。 

 ⑴ 制御弁は、高天井の部分ごと又は放水区域ごとに、一斉開放弁、電動弁又は電磁弁（以下 

  この項において「一斉開放弁等」という。）の一次側に設けること。▲ 

 ⑵ 制御弁は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に 

  設けること。▲ 

   なお、ここでいう「点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇 

  所」とは、第４スプリンクラー設備９⑴を準用すること。 

 ⑶ 制御弁は、容易に操作でき、かつ、いたずら防止その他適正な状態にあることが容易に確認 

  できる場所に設けること。▲ 

 ⑷ 制御弁は、床面からの高さが 0.8ｍ以上 1.5ｍ以下の箇所に設けること。▲ 

 ⑸ 制御弁には、みだりに閉止できない措置を講ずること。▲ 

   なお、ここでいう「閉止できない措置」とは、第４スプリンクラー設備９⑷を準用すること。 



 ⑹ 省令第 14条第１項第３号ハに規定する標識は、制御弁の設置場所が廊下その他の共用部 

  分から容易に識別できる位置に設けること。▲ 

 

12 一斉開放弁等 

  一斉開放弁等は、次によること。 

 ⑴ 一斉開放弁等は、放水区域ごとに設けること。▲ 

 ⑵ 一斉開放弁等にかかる圧力は、当該一斉開放弁等の最高使用圧力以下とすること。 

 ⑶ 一斉開放弁は、第４の３‐１表上欄に掲げる一の放射区域への放水量に応じて、同表下欄に 

  掲げる呼び径のものを用いること。▲ 

 

第４の３‐１表 

放水量（ℓ/min） 450 700 1,200 1,800 2,100 

呼び径（A） 40 50 65 80 100 

放水量（ℓ/min） 3,300 4,800 8,500 13,000 19,000 

呼び径（A） 125 150 200 250 300 

 

 ⑷ 一斉開放弁等は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない 

  箇所に設けること。▲ 

   なお、この場合の「点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない 

  箇所」とは、第４スプリンクラー設備９⑴を準用すること。 

 ⑸ 一斉開放弁等の二次側配管部分には、試験用止水弁を設け、当該放水区域に放水すること 

  なく一斉開放弁等の作動が確認できる配管等（以下この項において「性能試験配管」という。） 

  を設けること。▲ 

 ⑹ 一斉開放弁等として電動弁又は電磁弁を用いるものには、手動弁を設けたバイパス配管を 

  設けること。▲ 

 ⑺ 一斉開放弁等には、その作動を確認するため及び火災時に手動で作動させるための弁（以 

  下この項において「手動起動弁」という。）を設けること。▲ 

 ⑻ 手動起動弁は、火災時に容易に接近でき、かつ、床面から 0.8ｍ以上 1.5ｍ以下の操作しや 

  すい箇所に設けること。▲ 

 ⑼ 手動式開放弁は、当該弁の開放操作に必要な力が 150N以下のものであること。 

 ⑽ 手動起動弁の付近の見やすい箇所には、当該放水区域の表示をすること。▲ 

 ⑾ 一斉開放弁等の付近には、放水区域一覧図を設けること。▲ 

 

13 自動警報装置 

  自動警報装置は、次によること。 

 ⑴ 発信部 



  ア 発信部は、放水型ヘッド等の放水区域ごとに設けるものとし、一斉開放弁等に設けられた 

   圧力スイッチ、リミットスイッチ等を使用すること。▲ 

  イ 発信部は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない場所に 

   設けること。▲ 

    なお、この場合の「点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない 

   場所」とは、第４スプリンクラー設備９⑴を準用すること。 

 ⑵ 流水検知装置を用いる場合 

   発信部に流水検知装置を用いる場合には、省令第 14条第１項第４号の４の規定の例による 

  ほか、第４スプリンクラー設備 10⑴ア及びイを準用すること。 

 ⑶ 受信部 

   受信部は、放水型ヘッド等基準告示第７第３号の規定によるほか、次によること。 

  ア 温度若しくは湿度が高く、又は衝撃、振動等が激しい等、受信部の機能に影響を与える場 

   所には設けないこと。 

  イ 操作上又は点検上障害とならない位置で、かつ、操作等に必要な空間が保有されているこ 

   と。 

    なお、ここでいう「操作等に必要な空間」は、第 10自動火災報知設備４⑴エの例によること。 

   ☞未策定 

  ウ 地震動等による障害がないよう、堅ろう、かつ、傾きのないように設けること。 

 

14 制御部 

  放水型ヘッド等基準告示第２第９号に規定する制御部は、次によること。 

 ⑴ 設置場所 

  ア 制御部は、防災センター等に設けること。（可動式ヘッドの放水部又は現地操作部に設け 

   られる制御部を除く。）● 

  イ 温度若しくは湿度が高く、又は衝撃、振動等が激しい等、受信部の機能に影響を与える場 

   所には設けないこと。 

  ウ 操作上又は点検上支障とならない位置で、かつ、操作等に必要な空間が保有されているこ 

   と。 

    なお、ここでいう「操作等に必要な空間」は、第 10自動火災報知設備４⑴エの例によること。 

   ☞未策定 

  エ 地震動等による障害がないよう、堅ろう、かつ、傾きのないように設けること。 

 ⑵ 一の高天井の部分において、２以上の放水区域を有する放水型ヘッド等の起動は、放水区 

  域の選択ができ、後操作優先方式であること。▲ 

 ⑶ 制御部の起動 

  ア 自動起動による場合 

   (ｱ) 感知部の作動と連動して、自動的に起動するもの（以下この項において「自動起動」とい 



     う。）とすること。 

      なお、自動起動状態であっても手動により起動できるものとすること。 

   (ｲ) 自動起動時における起動時間は、感知部からの火災信号を受けて制御部が一斉開放弁 

     等を起動するまでの時間が３分以内であること。● 

      なお、自動火災報知設備の感知器からの火災信号を制御部に受ける場合は、当該設備 

     の感知器が作動した時点から３分以内とすること。 

  イ 手動起動による場合 

   (ｱ) 省令第 14条第２項第１号ただし書きの放水操作を手動で行うこと（以下この項において 

     「手動起動」という。）ができるものは、次のいずれかに該当する場合であること。 

     a 当該防火対象物の防災要員等により、当該高天井の部分における火災の監視及び現 

      場確認並びに速やかな火災初期対応を行うことができる場合 

     b 当該高天井部分の利用形態により、非火災報が発生しやすい場合 

     c 当該高天井部分の構造、使用形態、管理方法等の状況に応じ、手動起動で行うことが 

      適当と判断される場合 

   (ｲ) 放水操作を手動で行う場合にあっては、次によること。● 

     a 管理、操作等に関するマニュアルが作成されていること。 

     b 防災センター等において、自動又は手動の状態が表示されていること。 

     c 操作者は、当該操作について習熟した者とすること。 

   (ｳ) 防災センター等以外の場所において操作できるものにあっては、次によること。● 

     a 操作可能なそれぞれの場所において、その時点で操作することができる場所が明確に 

      表示されること。 

     b 操作可能なそれぞれの場所において、操作状況が監視できること。 

     c 操作可能な場所相互間で同時に通話できる設備を設けること。 

     d 操作可能な場所には、放水型ヘッド等により警戒されている部分を通過することなく到 

      達できること。 

   (ｴ) 放水区域の選択及び放水操作は、手動でも行えること。● 

      この手動操作は、放水するための直接操作（放水ボタンを押す等）であり、可動式ヘッド 

     の場合にあっては、放水区域の選択及び放水型ヘッド等が当該放水区域に放水できるよ 

     うに自動制御されていることが必要であること。 

      また、可動式ヘッドにあっては、放水方向を微調整する等、火災発生場所へ的確に放水 

     できるように操作できることが必要であること。 

 

15 手動操作部 

  放水型ヘッド等告示基準第２第９号に規定する手動操作部は、次によること。 

 ⑴ 手動操作部は、現地操作部及び中央操作部により構成されているものであること。▲ 

 ⑵ 手動操作部の操作を行う部分は、床面から高さが 0.8ｍ（いすに座って操作するものは 0.6m） 



  以上 1.5m以下の箇所に設置すること。▲ 

 ⑶ 現地操作部は、次によること。▲ 

  ア 当該放水区域外で、かつ、火災のとき当該放水区域を通らず容易に接近でき、当該放水 

   区域が見渡せる場所に設けること。 

  イ 直射日光が当たらない場所に設置すること。 

  ウ 操作及び点検に際して適切な空間が保たれ、かつ、障害となるようなものがない場所に設 

   置すること。 

  エ 振動及び衝撃の影響を受けるおそれのない場所に設置すること。 

  オ 湿度又は温度が高い場所を避け、機能に影響を及ぼすおそれのない場所に設置すること。 

 ⑷ 中央操作部は、次によること。▲ 

  ア 防災センター等常時人がいる場所に設置すること。 

  イ 直射日光が当たらない場所に設置すること。 

  ウ 操作及び点検に際して適切な空間が保たれ、かつ、障害となるようなものがない場所に設 

   置すること。 

  エ 振動及び衝撃の影響を受けるおそれのない場所に設置すること。 

  オ 湿度又は温度が高い場所を避け、機能に影響を及ぼすおそれのない場所に設置すること。 

  

 

16 選択弁（一斉開放弁等）及び作動試験配管 

  一斉開放弁等の二次側配管部分に当該放水区域に放水することなく自動警報装置及び一斉 

 開放弁等の作動を確認するための作動試験配管を次により設けること。▲ 

 ⑴ 放水区域ごとに設けること。 

 ⑵ 止水弁、試験弁及び排水管で構成されていること。 

 

17 送水口 

  送水口は、政令第 12条第２項第７号及び省令第 14条第１項第６号の規定によるほか、第４ス 

 プリンクラー設備 13を準用すること。 

  ただし、閉鎖型ヘッドを用いるスプリンクラー設備又は開放型ヘッドを用いるスプリンクラー設備 

 と併設する場合、当該放水口に設置する標識は、当該消防用設備等である旨の表示をすること。 

 （第４の３‐11図参照）● 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４の３‐11図 

 

18 排水設備 

  省令第 14条第２項第２号の規定による排水設備は、次によること。 

  なお、排水設備の設置は、建築構造、建築設備等に密接に関連することから、当該防火対象 

 物の設計当初より対応を講ずる必要があること。 

 ⑴ 排水設備を設ける場合 

  ア 二重床方式 

    床面を二重にし、二重床の上床及び下床に排水溝等を設けて排水する。この場合において、 

   上床に水が溜まらないようにすること。● 

  イ 排水溝方式 

    床面に勾配を設けて、床面に設けた排水溝等により排水する。● 

 ⑵ 排水設備がない場合 

   省令第 14条第２項第２号ただし書きの規定によるほか、エレベーター、電気室、機械室等に 

  支障を与えるおそれがないこと。▲ 

 

19 貯水槽等の耐震措置 

  放水型ヘッド等告示第７第８号の規定による貯水槽等の耐震措置は、第２屋内消火栓設備９を 

 準用すること。 

 

20 非常電源及び配線等 

  非常電源及び配線等は、放水型ヘッド等基準告示第７第１号、第２号及び第４号の規定による 

 ほか、次によること。 

 ⑴ 非常電源等 

   非常電源及び非常電源回路の配線等は、第 23非常電源によること。☞未策定 

第 4の３‐11図 

図 



 ⑵ 常用電源回路の破線 

   常用電源回路の配線は、第２屋内消火栓設備 10⑵を準用すること。 

 ⑶ 非常電源回路及び操作回路の配線は、次によること。 

  ア 非常電源回路 

    耐火配線を使用すること。 

  イ 操作回路 

    耐熱配線を使用すること。 

  ウ 警報回路 

    放水型ヘッド等基準告示第２第 10号に規定する警報回路は、耐熱配線を使用すること。 


